
消費税率の引上げの凍結及び消費税の軽減税率制度の廃止 

に関する法律案要綱 

 

第一 趣旨 

  この法律は、消費税率の引上げについて、現下の厳しい経済状況及び

一層の歳出の削減を図る取組が不十分であり国民の理解が得られてい

ない状況に鑑み、これを凍結することに関し必要な事項を定めるととも

に、消費税（地方消費税を含む。第四において同じ。）の軽減税率制度

について、対象範囲に対する国民の不公平感が払拭されていないこと、

これに係る財源の確保がなされていないこと等に鑑み、これを廃止する

ことについて定めるものとすること。 （第１条関係） 

 

第二 定義 

  この法律において「消費税率の引上げ」とは、社会保障の安定財源の

確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律第３条及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する

法律第２条の規定による消費税率（地方消費税率を含む。）の引上げ〔１

０％への引上げ〕をいうこと。 （第２条関係） 

 

第三 消費税率の引上げの凍結等 

１ 消費税率の引上げの期日は、別に法律で定める日とするものとし、

政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。 

２ 消費税率の引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の

歳費及び手当の削減、国家公務員の人件費の削減等の歳出の削減を図

るために必要な措置を講ずるとともに、あわせて国の不要な資産の売

却等の歳入の増加を図るために必要な措置を講ずるものとすること。 

３ １の別に法律で定める日については、経済状況、２の措置による歳

出の削減及び歳入の増加の成果等を総合的に勘案して検討を加え、そ

の結果に基づいて定めるものとすること。 

（第３条関係） 

 

第四 消費税の軽減税率制度の廃止 

消費税の軽減税率制度は、廃止するものとし、政府は、このために必 

要な法制上の措置を講ずるものとすること。 （第４条関係） 

 

第五 施行期日 

  この法律は、公布の日から施行すること。 （附則関係） 
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